
お
知
ら
せ

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

募
集
し
ま
す

お
知
ら
せ

募
集
し
ま
す

催
し
物

教
室
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ

申
込
共
通
項
目
… 

催
し
物
名
、
参
加
者
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
電
話
番
号
、

催
し
も
の
に
よ
り
そ
の
他
必
要
事
項

無
料
…
費
用
の
記
載
が
な
い
も
の
、
申
込
不
要
…
申
込
方
法
の
記
載
が
な
い
も
の

　広報いなざわ　令和３年(2021年)５月号 　広報いなざわ　令和３年(2021年)５月号　 89

広告募集
お知らせページの最下段に掲載する有料広告を
募集しています。詳しくは市ホームページをご
確認ください 1002133

文化財公開デー

●と　き　５月 29 日（土）、午前９時 30 分～正午
●ところ　長福寺（平和町下三宅）
●公開文化財（市指定文化財）
　木造千手観音菩薩立像、木造不動明王立像、木造毘沙門天立像

問合先　市役所生涯学習課　 0587(32)1443 1005049

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

市
役
所
国
保
年
金
課

０
５
８
７(

32)

１
３
２
８  

 

１
０
０
１
０
２
８

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間

ま
た
は
納
付
の
猶
予
が
承
認
さ
れ

た
期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を

全
額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
て
将

来
受
け
取
る
年
金
額
が
少
な
く
な

り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
期
間
に
つ
い
て
、
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
後
か
ら
保
険

料
を
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
で
、

受
け
取
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
保
険
料
の
免
除
や
猶
予
が
承
認

さ
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算

し
て
３
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を

追
納
す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保

険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ
た
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、

早
め
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

こんなとき 手続きに必要なもの

加
入

職場の健康保険を脱退したとき
 健康保険を脱退し
たことの証明書

世帯主および対象
者のマイナンバー
が分かるもの、届
け出する方の本人
確認ができるもの

（運転免許証など）

県外から転入したとき （転出証明書）
子どもが生まれたとき

脱
退

職場の健康保険に加入したとき
保険証、職場の健
康保険証

県外へ転出するとき 保険証
死亡したとき 保険証
一定の障害があると認定された 65 歳
以上 75 歳未満の方が後期高齢者医療
制度に加入したとき

保険証、後期高齢者
医療制度の保険証

そ
の
他

県内の他の市区町村から転入したとき （転出証明書）
県内の他の市区町村へ転出するとき 保険証
市内転居したとき 保険証
氏名・世帯主が変わったとき 保険証
保険証を紛失したとき　※本人確認書
類の種類によっては保険証は後日郵送

 運転免許証などの
本人確認書類

国民健康保険の手続き
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

市
役
所
国
保
年
金
課  

　
　
　
　
　

０
５
８
７(

32)

１
３
１
２  

 

１
０
０
１
０
０
６

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退

な
ど
は
、
世
帯
主
が
届
け
出
を
行

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
届
け

出
が
な
い
場
合
や
遅
れ
た
場
合
は

不
都
合
が
生
じ
ま
す
の
で
、
必
ず

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
手
続
き　

左
表
▼
届
出
先　

市

役
所
国
保
年
金
課
、
支
所
、
市
民

セ
ン
タ
ー

日
本
赤
十
字
社
に
ご
協
力
を

日
本
赤
十
字
社
稲
沢
市
地
区
（
市
役
所
福 

祉
課
内
）　
　

０
５
８
７(

32)

１
２
７
８ 

 

１
０
０
１
４
６
０

　
日
本
赤
十
字
社
は
皆
さ
ん
か
ら

の
社
資
で
災
害
救
護
活
動
を
は
じ

社
会
福
祉
協
議
会
に
ご
協
力
を

稲
沢
市
社
会
福
祉
協
議
会（
市
役
所
東
庁
舎
内
）

０
５
８
７(

23)

６
７
１
３

　﹁
誰
も
が
安
心
し
て
安
全
に
暮

ら
す
こ
と
が
で
き
る
福
祉
の
ま
ち

づ
く
り
﹂
を
目
指
し
事
業
を
展
開

し
て
い
く
た
め
に
、
会
員
を
募
集

し
ま
す
。
会
費
は
、
社
会
福
祉
協

議
会
が
進
め
る
地
域
福
祉
事
業
の

推
進
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

の
事
業
な
ど
に
活
用
し
ま
す
。
区

長
さ
ん
を
通
じ
て
依
頼
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
会
費
（
年
額
）　

一
般
会
員
⋮

５
０
０
円
以
上
、
賛
助
会
員
⋮

１
０
０
０
円

以
上
、
特
別

会
員
⋮
１
万

円
以
上

学
生
服
を
譲
り
ま
す

稲
沢
市
社
会
福
祉
協
議
会（
市
役
所
東
庁
舎
内
）

０
５
８
７(

23)

６
７
１
３

　
卒
業
や
成
長
な
ど
で
不
用
に

な
っ
た
市
内
中
学
校
の
学
生
服
を

希
望
す
る
方
に
譲
り
ま
す
。

▼
と
き
　
６
月
20
日
(日)
▼
と
こ

ろ
　
市
役
所
東
庁
舎
第
７
・
第
８

会
議
室
▼
対
象
　
市
内
在
学
の
中

学
生
▼
費
用
　
冬
服
上
…
３
０
０

円
、
冬
服
下
・
夏
服
下
⋮
２
０
０

円
▼
申
し
込
み
　
５
月
７
日

（金）
～

21
日

（金）
に
電
話
で
稲
沢
市
社
会
福

祉
協
議
会
へ
▼
そ
の
他
　
学
生
服

の
回
収
状
況
に
よ
り
希
望
に
沿
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

外
国
人
教
育
相
談

高
御
堂
小
学
校

０
５
８
７(

23)

２
０
２
０  

 

１
０
０
６
３
５
８

　
子
ど
も
の
学
校
や
学
習
、
進
学

な
ど
、
教
育
に
関
す
る
相
談
を
随

時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
対
象
　
市
内
の
小
・
中
学
校
に

通
う
外
国
人
児
童
・
生
徒
の
保
護

者
▼
申
し
込
み　

外
国
人
児
童
・

生
徒
が
通
っ
て
い
る
学
校
ま
た
は

高
御
堂
小
学
校
へ

自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
を

お
忘
れ
な
く

西
尾
張
県
税
事
務
所

０
５
８
６(

45)

３
１
７
０  

 

１
０
０
６
０
７
５

　
５
月
31
日
（月）
は
自
動
車
税
種
別

割
の
納
期
限
で
す
。
４
月
１
日
現

在
の
自
動
車
の
所
有
者
に
対
し
、

４
月
30
日
に
納
税
通
知
書
を
送
付

し
ま
し
た
の
で
、
県
税
事
務
所
や

金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
居

な
ど
に
よ
り
納
税
通
知
書
が
届
か

な
い
と
き
は
、
管
轄
の
県
税
事
務

所
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

SMS( ショートメッセージサービス ) による
市税納付のお知らせ

　市では、納期限後も市税の納付が確認できな
い方へ、携帯電話やスマートフォンに SMS によ
るメールを送り、納税についてのお知らせを行っ
ています。
※メール受信料は無料

問合先　市役所収納課　 0587(32)1248 1007562

め
と
し
た
赤
十
字
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。
区
長
さ
ん
を
通
じ
て
依

頼
し
ま
す
の
で
、
活
動
継
続
の
た

め
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
社
資
額
　
協
力
会
員
⋮
５
０
０

円
以
上
、
会
員
⋮
２
０
０
０
円
以

上● 

令
和
２
年
度
の
実
績

　
１
３
０
３
万
６
０
０
円
の
ご
協

力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

自転車乗車用のヘルメット購入費用の一部を補助します！

問合先　市役所危機管理課　 0587(32)1159 
1007749

　転倒や交通事故の衝撃から頭部を保護する自転車
乗車用ヘルメットの着用を促進するため、購入費用
の一部を補助します。

●対象
市内在住の、令和４年３月 31 日時点で①７歳～ 18
歳の方② 65 歳以上の方

●対象となるヘルメット
４月１日～令和４年２月 28 日に市内の販売業者で
購入した、SG マーク・JCF マークなどの安全認証
を受けたヘルメット　※学校指定の通学用ヘルメッ
ト、学校行事などで使用するヘルメットは除く

●補助金額
ヘルメット購入金額の２分の１（上限額 2,000 円）
※ 100 円未満切り捨て。１人につき１個まで

●申し込み
令和４年２月 28 日 ( 月 ) までに、
① 申請する方の本人確認ができるもの（マイナン

バーカード、健康保険証の写しなど）
②補助金を振り込む口座の通帳の写し
③ ヘルメットを購入したことを証明する書類（領収

書の写し）　※領収書には、申請者またはヘルメッ
ト着用者の氏名・領収日・領収金額・購入業者名・
購入品名（「ヘルメット代」など）の記載が必要

④ 申請書（販売業者に記入してもらう欄があります）
を持参の上、市役所危機管理課へ
※ 申請書は申請先にあります。ダウンロード可
※ 予算がなくなり次第、受け付けを終了します。未

成年の方は保護者が申請してください
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